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家
屋
の
増
改
築
や
修
繕
、
耐
震

補
強
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
造
、
太

陽
光
発
電
設
備
等
の
設
置
を
す
る

と
き
、
そ
の
資
金
の
一
部
の
融
資

あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
か
ら
融
資
あ
っ
せ

ん
予
定
者
を
決
定
す
る
ま
で
に
時

間
を
要
し
ま
す
の
で
、
余
裕
を
持

っ
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

▽
融
資
金
額
＝
工
事
見
積
額
の

　

％
以
内
で
、　

万
円
～　

万
円

８０

３０

４００

（
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
設
置

は
、　

万
円
～　

万
円
）
▽
貸
付

１０

４００

利
率
＝
年
２
・　

％
（
市
が
貸
付

７０

利
率
の
２
分
の
１
相
当
の
金
額
を

利
子
補
給
し
ま
す
の
で
、
本
人
負

担
は
１
・　

％
）
▽
返
済
＝
元
利

３５

均
等
償
還
で
、
借
入
額
に
応
じ

て
、　

年
以
内
に
返
済

１０

■
条
件
▽
市
内
に
１
年
以
上
居
住

し
、
増
改
築
す
る
家
屋
の
所
有
者

で
、
同
居
家
族
の
た
め
の
増
改
築

で
あ
る
こ
と
▽
市
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
こ
と
▽
償
還
で
き
る
収

入
・
資
産
が
あ
る
こ
と
▽
借
地
権

利
者
の
場
合
、
土
地
所
有
者
の
承

諾
を
得
て
い
る
こ
と
▽
連
帯
保
証

人
が
い
る
こ
と
▽
工
事
完
了
届
を

令
和
４
年
２
月
末
ま
で
に
提
出
す

る
こ
と

■
申
告
書
配
布
場
所
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

申
告
書
に
必
要
事
項
を
明
記

し
、
必
要
書
類
を
添
え
て
、
ま
ち

づ
く
り
推
進
課
住
宅
係
（
市
役
所

第
二
庁
舎
５
階
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

６
１
）
へ

 　

大
地
震
に
備
え
て
自
分
の
住
宅

の
耐
震
診
断
を
行
い
、
必
要
に
応

住
宅
増
改
築
資
金
融
資

あ
っ
せ
ん
制
度

内申木
造
住
宅
耐
震
診
断
・

改
修
費
用
助
成
制
度

じ
て
耐
震
補
強
を
す
る
こ
と
が
重

要
で
す
。
事
前
書
類
の
提
出
や
指

定
調
査
機
関
等
、
助
成
条
件
に
つ

い
て
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
同
一
の
住
宅
に
対
し
各

助
成
は
１
回
の
み
に
な
り
ま
す
。

【
耐
震
診
断
費
用
の
助
成
】

　

市
内
の
一
定
の
要
件
を
満
た
す

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
要
し
た

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

 

昭
和　

年
５
月　

日
以
前
に
着

５６

３１

工
し
た
市
内
に
存
す
る
地
階
を
除

く
階
数
が
２
階
建
て
以
下
の
木
造

一
戸
建
・
木
造
店
舗
併
用
住
宅

（
延
床
面
積
の
過
半
が
居
住
用
）

を
所
有
す
る
個
人

■
助
成
金
額　

万
円
を
上
限
に
、

１０

耐
震
診
断
費
用
の
３
分
の
２
以
内

（
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

【
耐
震
改
修
費
用
の
助
成
】

　

市
内
に
あ
る
木
造
住
宅
の
所
有

者
が
耐
震
診
断
を
行
い
、
診
断
に

基
づ
き
耐
震
改
修
を
行
う
場
合

に
、
改
修
に
要
し
た
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

 

耐
震
診
断
を
行
っ
た
結
果
、
現

行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
な
い
住

宅
で
、
市
の
定
め
る
基
準
に
適
合

し
た
耐
震
改
修
を
行
っ
た
住
宅

■
助
成
金
額　

万
円
を
上
限
に
、

６０

耐
震
改
修
費
用
の
２
分
の
１
以
内

（
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

 　

雨
水
の
積
極
的
な
有
効
利
用
と

節
水
活
動
を
目
的
に
、
雨
水
貯
留

施
設
（
雨
水
タ
ン
ク
等
）
の
設
置

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
日

々
の
散
水
や
い
ざ
と
い
う
と
き
の

生
活
用
水
と
し
て
設
置
し
て
み
ま

対対問雨
水
貯
留
施
設
の
設
置
費
の

一
部
を
補
助

せ
ん
か
。

　

な
お
、
一
度
の
申
請
で
２
基
ま

で
申
請
で
き
ま
す
が
、
そ
の
後
、

３
年
間
は
再
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

　

補
助
金
を
利
用
す
る
方
は
、
購

入
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

▽
市
内
で
所
有
ま
た
は
使
用
す

る
建
物
に
設
置
す
る
方
▽
市
税
等

の
滞
納
の
な
い
方

■
補
助
金
額
貯
留
施
設
本
体
の
購

入
金
額
の
２
分
の
１
以
内
（
限
度

額
３
万
円
）

 

環
境
政
策
課
環
境
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
１
７
）

３８７
 

【
中
村
研
一
誕
生
日
記
念
特
別
無

料
観
覧
日
】

 

５
月
９
日
（
日
）
午
前　

時
～

１１

午
後
４
時
（
入
館
は
３
時　

分
ま

３０

対問は
け
の
森
美
術
館

時

で
）

【
展
示
替
え
に
よ
る
臨
時
休
館
】

■
期
間
５
月　

日
（
月
）
～
７
月

１０

下
旬

 

は
け
の
森
美
術
館
（
☎　

儿　
０４２

３８４

儿
９
８
０
０
＝
午
前　

時
～
午
後

１０

５
時
）

 　

協
働
事
業
提
案
制
度
に
応
募
の

あ
っ
た
事
業
の
中
か
ら
、
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
審
査
を
経
て
、
次

の
と
お
り
採
択
事
業
が
決
定
し
ま

し
た
。

■
事
業
名
学
校
に
行
く
？
行
か
な

い
？
子
ど
も
た
ち
の
多
様
な
学
び

を
考
え
る
儿
不
登
校
支
援
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム

■
団
体
名
コ
コ
ノ
コ

問令
和
３
年
度
実
施

提
案
型
協
働
事
業
が
決
定

■
補
助
金　

万
円

５０

 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課
文
化
推

進
係
（
☎　

儿　

儿
９
９
２
３
）

０４２

３８７

 　

市
が
管
理
し
て
い
る
街
路
灯
に

は
、
設
置
し
て
い
る
柱
に
ピ
ン
ク

色
の
管
理
プ
レ
ー
ト
で
４ 
桁 
の
管

け
た

理
番
号
を
表
示
し
て
い
ま
す
。
街

路
灯
が
点
灯
し
て
い
な
い
と
き
は
、

管
理
番
号
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
街
路
灯
の
中
に
は
商
店

問街
路
灯
が
点
灯
し
て
い
な
い

と
き
は
ご
連
絡
を

会
が
管
理
し
て
い
る
も
の
や
東
京

都
が
管
理
し
て
い
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。
街
路
灯
に
商
店
会
等
の
名

称
が
入
っ
て
い
れ
ば
そ
の
商
店
会

へ
、
東
京
都
の
マ
ー
ク
が
つ
い
て

い
れ
ば
東
京
都
建
設
局
北
多
摩
南

部
建
設
事
務
所
小
金
井
工
区
（
☎

　

儿　

儿
８
８
６
２
）
へ
ご
連
絡

０４２

３２６

く
だ
さ
い
。

※
連
絡
を
受
け
て
か
ら
修
理
ま
で

は
通
常
３
日
前
後
か
か
り
ま
す

 

交
通
対
策
課
交
通
対
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
５
０
）

０４２

３８７

問

 　

市
で
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

を
よ
り
効
果
的
に
推
進
す
る
た

め
、市
職
員
の「
ノ
ー
上
着
・
ノ
ー

ネ
ク
タ
イ
運
動
」を
実
施
し
ま
す
。

■
実
施
期
間
５
月
１
日
（
土
）
～

　

月　

日
（
日
）

１０

３１

■
実
施
場
所
市
庁
舎
お
よ
び
市
の

施
設

 

職
員
課
人
事
研
修
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
０
８
）

３８７ ノ
ー
上
着
・
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ

運
動
を
実
施

問

　市内に空き家を所有・管理する方が抱えるさまざまな問題について、専門的なアドバイスを受けられ
るように、次の団体および金融機関と協定を締結しています。以下の相談窓口を無料で利用できますの
で、ぜひ、ご相談ください。※無料で受けられる相談内容は異なりますので、詳しくは各団体等にご確
認ください
 まちづくり推進課住宅係（☎０４２−３８７−９８６１）問

空き家に関する無料相談窓口

相談方法等連絡先相談内容団体名等
休止中。休止中は、宅建協会不動産相
談所（☎０３−３２６４−８０００＝月曜～金曜
日午前１０時～午後３時）に電話相談

☎０４２２−２６−５８９１
空き家の売買や賃貸に関するこ
と

公益社団法人　東京都宅地建
物取引業協会武蔵野中央支部

月曜・火曜・木曜・金曜日午前１０時～
午後４時に電話相談☎０４２−３１６−７８２２公益社団法人　全日本不動産

協会東京都本部多摩中央支部

月曜～金曜日午前９時～午後５時に電
話相談

☎０４２−３６３−１１００
空き家の耐震、リフォーム、耐
震工事に関すること（耐震診
断・設計について）

一般社団法人　東京都建築士
事務所協会南部支部府中部会

☎０４２−３１３−９６３４東京建築士会多摩ブロック南
部支部

☎０４２−３２２−５４３８一般社団法人　北多摩建設業
協会小金井建設協会

月曜～金曜日午前１０時～午後３時４５分
に電話相談☎０３−３３５３−２７００空き家の相続・登記、財産管

理、成年後見等に関すること東京司法書士会

月曜～金曜日午前９時～午後５時に事
前予約のうえ、同支部で直接相談☎０４２−３２５−３５８９空き家の敷地境界に関すること東京土地家屋調査士会府中支

部

月曜～金曜日午後０時３０分～４時３０分
に電話相談☎０３−５４８９−２４１１

空き家の所有者と相続人の調査
確認、資産の有効活用や手続き
に関すること

東京都行政書士会市民相談セ
ンター

月曜～金曜日午前９時～午後５時に電
話相談☎０４２−３８１−０２２０住宅増改築融資、空き家の有効

活用に係る融資に関することみずほ銀行小金井支店

月曜～金曜日午前１０時～午後４時（正
午～午後１時を除く）に電話相談☎０３−３５９５−９１００

空き家の相続、成年後見、財産
管理、契約、紛争の解決に関す
ること

東京弁護士会/第一東京弁護
士会/第二東京弁護士会/東京
三弁護士会空き家相談窓口

月曜～金曜日午前１０時～午後３時３０分
（正午～午後１時を除く）に電話相談☎０３−３３５６−７１３７税金に関すること東京税理士会 納税者支援セ

ンター

※祝・休日、年末年始を除く

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

　小金井警察署管内では自転車によ
る死亡事故が昨年、今年と発生してい
ます。自転車を利用する際は自転車
安全利用五則を守り、安全運転を心掛
けましょう。
【自転車安全利用五則】
１　自転車は車道が原則、歩道は例外
２　車道は左側を通行
３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを

徐行
４　安全ルールを守る
渇飲酒運転、二人乗り、並進の禁止渇
夜間はライトを点灯渇交差点での信

号遵守と一時停止・安全確認
５　子どもはヘルメットを着用
【自転車で歩道を通行できるのは】
渇「歩道通行可」の標識があるとき
渇１３歳未満の子どもや７０歳以上の高
齢者
渇身体障がい者の方
渇歩道を通行することがやむを得な
い場合
 市交通対策課交通対策係（☎０４２−
３８７−９８５０）、小金井警察署（☎０４２−
３８１−０１１０）

問

自転車安全利用ＴＯＫＹＯキャンペーン
５月1日（土）～31日（月）


